
​業　務　仕　様　書​

​１　業務名​

​札幌市交通局職員の採用試験広報に係るInstagram静止画広告の配信業務​

​２　業務内容​

​　札幌市交通局職員採用試験PRのためのInstagram広告への掲載を行う。​

​画像は、当局から提供するデータを使用することとする。​

​３　提供データの規格等​

​⑴　点数​

​静止画１点以上​

​⑵　形式​

​アスペクト比　１：１（正方形）​

​⑶　解像度​

​　　　６００×６００ピクセル以上​

​⑷　ファイル容量​

​２MB以内​

​⑸　その他​

​配信に伴う画像へのキャッチコピーの掲載等の加工作業は、委託者協議のうえ受託​

​者が行う。見出し及び広告文は委託者と協議して決定する。​

​４　配信要件等​

​　⑴　配信期間​

​委託者が指定する連続した１回目：10日間、２回目：17日間の計２回（計27日間）​

​配信する。​

​（予定）１回目：令和８年７月22日（水） ～　令和８年７月31日（金）​

​　　　　２回目：令和８年８月８日（土） ～　令和８年８月24日（月）​

​※　１回目と２回目の画像および広告文等は異なるものとする。​

​⑵　配信エリア​

​北海道、東京都、神奈川県、青森県、岩手県、宮城県​

​　⑶　対象年齢​

​　　　18歳以上29歳以下​

​５　広告費用​

​　　Instagramに支払う運用期間中の配信費用の合計を50万円（税抜き）とし、期間中に使​

​い切ること。なお、50万円（税抜き）はInstagram（Meta社）に支払う金額であり、広​

​告運用にかかる設定費や運用手数料等は含まないものとする。​

​　　※　期間中の配信費用の配分については、委託者と協議して決定する。​

​６　成果物​

​業務完了後、履行が確認できる以下の報告書を提出すること。​

​　⑴　広告の表示回数​

​　⑵　広告がユーザーにクリックされた数​

​　⑶　表示された広告がクリックされた割合（クリック数÷広告表示回数×100）​

​　⑷　⑴～⑶の日別の推移​



​　⑸　⑴～⑶の性別ごとの数及び割合​

​７　履行期間​

​　　契約書に示す着手の日から令和８年８月28日（金）までとする。​

​８　特記事項​

​　⑴　本業務の履行にあたり、疑義が生じた場合は、委託者及び受託者双方の協議により​

​処理するものとする。​

​　⑵　本業務の履行にあたり、委託者は、受託者が必要とする資料等の提供について誠実​

​に対応するものとする。​

​　⑶　受託者は、委託者から提供を受けた資料等を本業務にのみ使用するものとする。​

​　⑷　本業務の履行にあたり、必要がある場合は相互調整のため打ち合わせ等を行うもの​

​とする。​

​　⑸　本業務に履行に伴う打ち合わせ及び資料等の内容については、外部に漏洩してはな​

​らない。​

​　⑹　委託業務の成果物の著作権（著作権法（昭和45年法律第48号）第27条及び第28条に​

​規定する権利を含む）等その他の一切の権利は、委託者に帰属するものとする。​

​⑺　受託者は、本著作物に関する著作者人格権を、委託者又は委託者が指定する第三者​

​に対して行使しないものとする。​

​⑻​ ​受​​託​​者​​は、​​発​​注​​者​​に​​対​​し、​​受​​託​​者​​が​​本​​著​​作​​物​​を​​創​​作​​し​​た​​こ​​と​​又​​は​​適​​正​​な​​著​​作​​権​​の​​譲​

​渡を受けていること及び第三者の著作権、著作者人格権及びその他特許権、商標権を​

​含むいかなる知的財産権を侵害するものではないことを保証する。​

​⑼　本著作物の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたとき​

​は、​ ​受​​託​​者​​は、​​自​​己​​の​​費​​用​​及​​び​​責​​任​​に​​お​​い​​て​​こ​​れ​​を​​解​​決​​す​​る​​も​​の​​と​​し、​​か​​つ​​委​​託​​者​​に​

​何らか の損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。​

​　⑽　本業務の履行において、本仕様書に定めのない事項については、随時、委託者と受​

​託者との間で十分な協議を行い、決定するものとする。​


